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OMIC Food Safety Newsletter No. No. 607 March 28, 2025 
日本の食品安全情報をタイムリーに日本語とタイ語で解説するニュースレターです。 
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★ 今月のトピックス（日本の厚生労働省からの情報） 

1. 最近の検査命令における追加実施項目 

                           (2025 年 2 月上旬～下旬) 

通知 
対象食品 

(含加工食品) 
検査項目 区分 備考、参照 URL 

2/7 

ベトナム産 

アーモンド又はくるみ 

を含む食品 

総アフラトキシン 強化 
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/001402314.pdf 

基準値 10 µg/kg – ppb 

2/10 
中国産 

大豆を含む食品 
総アフラトキシン 強化 

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/001403500.pdf 

基準値 10 µg/kg – ppb 

2/17 

ネパール産 

ターメリック、ひよこ豆

又は落花生を含む食品 

総アフラトキシン 強化 
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/001411100.pdf 

基準値 10 µg/kg – ppb 

2/20 
中国産 

乾燥くこの実 
総アフラトキシン 強化 

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/001417123.pdf 

基準値 10 µg/kg – ppb 

2/26 

インドネシア産 

コーヒー豆及びその 

加工品 

2,4-ジクロロフェ

ノキシ酢酸 
強化 

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/001424098.pdf 
基準値 0.01 mg/kg – ppm 

※検査対象条件等詳細につきましては、参照 URL をご確認ください。 
 
2. モニタリング検査の追加(違反による強化または検査命令解除による引下げ：検査頻度 30％) 

                          (2025 年 2 月中旬) 

通知 
対象食品 

(含加工食品) 
検査項目 区分 備考、参照 URL 

2/14 
中国産 

いちご 
ブピリメート 強化 

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/001408518.pdf 

基準値 0.01 mg/kg – ppm 

2/18 
イタリア産 

とうもろこし 
総アフラトキシン 解除 

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/001413812.pdf 

基準値 10 µg/kg – ppb 

2/20 
ベトナム産 

バナナ 
アセタミプリド 強化 

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/001417669.pdf

基準値 0.01 mg/kg – ppm 

※検査対象条件等詳細につきましては、参照 URL をご確認ください。 
 
★ RASFF マンスリーレポート 

EU におけるタイ産品の違反状況 

(2025 年 2 月上旬～下旬) 

日付 届出国 届出理由 通知タイプ 

2/4 イタリア 生鮮ドリアンの法定限度を超える残留農薬 
border rejection 

notification 

2/6 ドイツ 
未認可新規食品の乾燥バジルシード 

(タイ原産、ベトナムより(オランダ経由)) 

information notification 

for follow-up 

2/24 ノルウェー 動物性食品の違法輸入 
information notification 

for attention 

2/28 オランダ 
レモングラスからクロルピリホスと 

ピリダベン検出 
alert notification 

2/28 ノルウェー 動物性食品の違法輸入 
border rejection 

notification 
 
※次号のOMIC Food Safety Newsletter No.608の発行は、2025年4月25日とさせて頂きます。 
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